
7.13 ⽔害 20 年プロジェクト 
ロゴマーク使⽤の⼿引き 

１．趣旨 
この⼿引きは、7.13 ⽔害 20 年プロジェクトのロゴマークの使⽤を促進することで、プ

ロジェクトを広く内外にアピールするとともに、その機運を⾼めていくため、ロゴマークの
使⽤等に関して必要な事項を定めたものです。 
 
２．使⽤の届出 

ロゴマークを使⽤する場合には、使⽤届に必要事項を記⼊し、7.13 ⽔害 20 年プロジェ
クト実⾏委員会事務局にメール※にて提出して下さい。使⽤⽤途が次の基準に適合する場合
には、ロゴマーク等の使⽤を承認します。 

 （１）法令及び公序良俗に反しないこと。 
 （２）政治、宗教、思想等の活動に利⽤しないこと。 
 （３）営利⽬的に使⽤しないこと。 
 （４）関係⾏政機関及びプロジェクトのイメージを損なうおそれがないこと。 
 （５）マークが明確に判別できること（別添掲載の使⽤例を参照）。 

※提出先メールアドレス︓shinage@hrr.mlit.go.jp 
 
３．届出の取消し 

次のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使⽤の届出を取り消す場合があります。 
 （１）虚偽その他不正の⾏為により届け出たとき。 
 （２）この⼿引きに定める事項に違反したとき。  
（３）その他、適当でないと認めたとき。 

 
４．届出を必要としない使⽤ 

ロゴマークの使⽤が次のいずれかに該当する場合には、２に定める使⽤届を提出する必
要はありません。 ただし、この場合であっても、２の（１）から（５）までに定める基準
は、遵守して下さい。 

 （１）国、地⽅公共団体及び公共的団体が使⽤する場合 
 （２）報道機関が報道⽬的で使⽤する場合 
 （３）私的な範囲内で使⽤する場合 
 （４）その他、承認を必要としないと認めた場合 



7.13 ⽔害 20 年プロジェクト 
ロゴマーク使⽤届 

 
令和  年  ⽉  ⽇ 

 
7.13 ⽔害 20 年プロジェクト実⾏委員会 宛て 
 
 

   住 所 

  団体名 

  ⽒ 名                   印 

  電 話 

  Ｅメール 

 
 
 

7.13 ⽔害 20 年プロジェクトのロゴマークを使⽤したいので、次のとおり届出ます。 
 

使⽤⽬的  

使⽤内容  

使⽤期間 令和  年  ⽉  ⽇ から 令和  年  ⽉  ⽇ まで 

備考  

※提出先メールアドレス︓shinage@hrr.mlit.go.jp 


